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令和３年６月１日 

一般社団法人西宮市ゴルフ協会 

会員各位 

一般社団法人西宮市ゴルフ協会 

会長 中村 明義  

会報 93号   

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

  さて、本号では当協会の第 4 回定時総会および第 103 回大会参加者募集に関する事項及びスナッグゴルフ

と協会からのお願いを掲載しています。  

精読の上よろしくお願いします。 

１．第４回定時総会の開催のご案内 

    当協会の「第 4回定時総会」を下記要領にて開催いたしますが、新型コロナウイルスの影響がいつまで 

続くか判断できないため、最小の出席者で開催したいと思います。つきましては、定時総会への出席では 

なく、できるだけ同封の議決権行使はがきでの議決権行使をお願いします。 

〔 お願い 〕議決権行使はがきは、集計の都合上６月２４日（木）必着でお願いします。 

    開催日時 ： 7月 1日（木） 14時 開会 

    開催場所 ： 西宮市立若竹生活文化会館  西宮市西福町１５－２ 

                  TEL 0798-67-7171   FAX 0798-67-4152 

        議 題  ： 報告事項 令和 2年度事業報告及び収支決算報告に関する件 

           決議事項 第 1号議案 令和 3年度の役員選任（案）に関する件 

                第 2号議案 令和 3年度事業計画（案）及び収支予算（案）に関する件 

    の予定です（事業スケジュールは、既に送付済み）。 

 ２．第 103回大会参加者募集  

＊第 102 回大会（宝塚ゴルフ）参加決定ハガキは 6 月 8 日（火）発送予定です。 

下記の要領で第 103回大会を開催しますので、参加者を募ります。 

       １）開催日時  令和３年７月２６日 ( 月 )  8 時スタート 

       ２）開催会場  ＡＢＣゴルフ倶楽部  

                 〒673-1313  兵庫県加東市永福 933-20   TEL: 0795-47-1000 

     ３）募集人員  １５２ 名 ( 先着順） 

        ４） 参加費用  １７，６６０円 ( キャディ付き、プレー費・昼食代・賞品代など ) 

   ５）申込書送付先   〒662-0846 西宮市森下町 6番 25-107号 

一般社団法人西宮市ゴルフ協会 

        ６）申込締切日 ７月６日 ( 火) 必着  なお、返信ハガキの発送は 7 月 13 日(火)の予定   

        ７） 応募方法  往復ハガキ( 1人 1枚厳守 )に 氏名、性別、住所、連絡先電話番号、同伴(同組

プレー)希望者名(1名まで)を記入して当協会までお送り下さい。 

８）同伴希望者を記入される方は必ず相手方の了解を取ってください。 

  相手方と合わない場合は単独参加となります。  

[ お願い ] 

                往復ハガキの書き方について、次に示すとおり高さ 3cm以上の余白を必ず設けてください。 

( 受付順など協会での管理に用いるため。) 必ず 63円×2の 126円の往復ハガキで応募ください。 

                          

                                       裏面に続く 
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往復ハガキ 

( 返信 ) 

 

           

 ご自分の住所、 

氏名忘れずに！！ 

 

 氏名の最後「様と

してください    

 

 消せるボールペンは使用 

しないでください 

 

( 往信 )の裏面 

第 103回大会参加 

申 込 書 

・ 氏名  

・ 性別 

・ 住所  

・ 電話番号 

・ 同伴希望者 

 ↑ 

高さ 3cm 以上の余白 

 ↓ 

 3．スナッグゴルフよりお願い                          

    8 月 16 日（月）に行われます、第 17 回の大会は一般の表彰の他、（―）日本プロゴルフツ

アー機構の西日本大会の予選もかねています。参加小学校単位となり、同じ小学校の上位 3 名

の方を 1 チームとして出場資格があたえられます。会員皆様の子供さん、お孫さんの参加をお

待ちしています。 

   なお、8 月 16 日（月）のスナッグゴルフ大会のお手伝いをしていただく方が約 20 名位不足し      

   ています、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

４．当協会の事務所はボランティアにより運営されており事務所に常駐者はいません。 

 
当協会の事務所は、原則として、毎週火曜日・木曜日・金曜日の午前 10時から 12時まで当協会  

役員が在所しております（年末年始・お盆・4～5月の連休・当協会主催の行事の開催日等を除く）。

不在の場合は、留守番電話や FAX等をご利用ください。 

 

以 上 

 


